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下水道維持管理用資器材製品製作及び検査仕様書   現行と改定の対照表

章 現    行 改  定 備  考

第１章 総則

３．材料

3.3 下水道

用資器材

P2 

第７章 検査

の特例

１．適用

P39 

５．付則

図表目次（４）

P45 

② 検査 

Ⅱ 下水道用資器材製品の検査は、本仕様書の検査規定に基づいて、資器材検査担当者が実地で

行うことを原則とするが、次の各項のいずれかに適合すれば直接検査に代えることができる（章

末・事務手続きのフロー）。 

ⅰ 認定適用資器材（別表１）の場合は（公社）日本下水道協会が発行する自主検査検査証明書

の写しまたは製品検査・検査証明書、「下水道用資器材製造工場認定書」の写し及び自主検査書

の３点のいずれか。 

1) (公社)日本下水道協会が発行する自主検査・検査証明書の写し又は製品検査・検査証明書、「下水

道用資器材製造工場認定書」の写し及び自主検査書の３点のいずれか。 

この仕様書は、平成２８年４月１日より適用する。 

② 検査 

Ⅱ 下水道用資器材製品の検査は、本仕様書の検査規定に基づいて、資器材検査担当者が実地で行う

ことを原則とするが、次の各項のいずれかに適合すれば直接検査に代えることができる（章末・事

務手続きのフロー）。 

ⅰ 認定適用資器材（別表１）の場合は「（公社）日本下水道協会が発行する自主検査検査証明書の写

し」または「製品検査・検査証明書」、「下水道用資器材製造工場認定書の写し及び自主検査書」の

３点のいずれか。 

1) 「(公社)日本下水道協会が発行する自主検査・検査証明書の写し」又は「製品検査・検査証明書」、

「下水道用資器材製造工場認定書の写し及び自主検査書」の３点のいずれか。 

この仕様書は、平成２９年７月１日より適用する。 

語句の追加

語句の変更

語句の追加
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下水道維持管理用資器材製品製作及び検査仕様書   現行と改定の対照表

章 現    行 改  定 備  考

図表 3-6-1 
P102 

図表 ３－６－１  小 型  直立管 図表 ３－６－１  小 型  直立管 

図面の変更

語句の変更
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下水道維持管理用資器材製品製作及び検査仕様書   現行と改定の対照表

章 現    行 改  定 備  考

図表 3-6-2 
P103 

図表 ３－６－２  直立管  Ⅰ号 Ｈ＝1.0m,2.0m 図表 ３－６－２  直立管  Ⅰ号 Ｈ＝1.0m,2.0m 

図面の変更

語句の変更
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下水道維持管理用資器材製品製作及び検査仕様書   現行と改定の対照表

章 現    行 改  定 備  考

図表 3-6-2 
P105 

図表 ３－６－４  直立管  Ⅲ号 図表 ３－６－４  直立管  Ⅲ号 

語句の変更
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下水道維持管理用資器材製品製作及び検査仕様書   現行と改定の対照表

章 現    行 改  定 備  考

図表 3-6-5 
P106 

図表 ３－６－５  継足管  小型、Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号 図表 ３－６－５  継足管  小型、Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号 

平面図及び断面図は図表３-６-１～図表３-６-４に準ずる

語句の変更

語句の変更
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下水道維持管理用資器材製品製作及び検査仕様書   現行と改定の対照表

章 現    行 改  定 備  考

図表 3-7-1 
P108 

図表 4-1-3 
P140 

図表 ３－７－１  マンホールポンプ所用及び小型マンホール継足管 図表 ３－７－１  マンホールポンプ所用継足管 

 図表 ４－１－３  T－25 受枠接続金具φ620×φ900 φ620×φ1000 用 

語句の変更

新規追加


